
対象品目一覧表

常温 冷蔵 冷凍

中国大陸 小売店 × × × - ○ 【重点品目】陶器・お香等の工芸品

台北小売店 ○ × × 120日以上 ×
・肉類（エキス入り含む）は不可

【重点品目】お菓子

台中小売店 ○ × × 120日以上 ○
・肉類（エキス入り含む）は不可

【重点品目】化粧品、和雑貨、お菓子

香港 小売店 〇 × × 180日以上 ○

・原料に次を含む食品は不可（食用赤色　104、 105 、106号・紅

麹・紅麹色素・ラック色素・紅花色素・イカスミ色素・クチナシ色

素・カンゾウ・ポークエキス）

【重点品目】

観光客に人気のある200-800円程度の価格帯の菓子類、オーガニッ

ク食品（子供向けスナック等）や抗ウイルスを意識した食品、日本

（京都）ならではのキッチン用品（フライパンや鍋等）やカトラ

リー等

タイ
小売店

（カフェ併設）
○ ○ ○ 90日以上 ○

・酒類は募集対象外

・肉類（エキス入り商品含む）は不可

・部分水素添加油脂を含む食品は不可

・缶詰、瓶詰め、真空パック、レトルト食品等はFFC22000又は

ISO22000の許可書が必要

【重点品目】抹茶、手頃な価格のかわいい美味しい菓子類、小物・

雑貨、茶道具、食器、カフェメニューで使用できるもの

シドニー小売店 〇 × × 90日以上 〇

・酒類は募集対象外

・肉類（エキス入り含む）は不可

・着色料赤100番台、紅麹、ステビア、甘草は不可

・卵・乳・ピーナッツは10%未満であること

【重点品目】菓子類、お茶、工芸雑貨品（建築素材に使えるもの含

む）

メルボルン小売店 × × × - 〇 【重点品目】高～中価格帯の工芸・和雑貨品

イタリア 小売店 ○ × × 180日以上 ○

・酒類は募集対象外

・お茶は英文の農薬証明を出せること

・肉類は不可

・卵・乳成分は10%以内であれば可

【重点品目】和雑貨・お茶・お菓子・調味料（京都府北部のものが

望ましい）

スペイン 小売店 ○ × × 180日以上 ○

・酒類は募集対象外

・お茶は英文の農薬証明を出せること

・肉類は不可

・卵・乳成分は10%以内であれば可

【重点品目】陶器・お香・和雑貨・お茶・お菓子

その他特記事項
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